
 

議案第１０号 

   令和７年度東郷町国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

 令和７年度東郷町の国民健康保険特別会計補正予算（第５号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６，０４３千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，５９３，８７５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

  令和８年２月２４日提出        東郷町長 石 橋 直 季     

 



















 

議案の概要 

１ 歳入の補正 

⑴ 保険給付費等交付金（特別交付金）の減額に伴い、県支出金を４，９３１千

円減額する。 

⑵ 財政調整基金繰入金の減額等に伴い、繰入金を１，１１２千円減額する。 

２ 歳出の補正 

 ⑴ 特定健康診査等事業費等の減額に伴い、保健事業費を６，２１９千円減額す

る。 

 ⑵ その他償還金事業費の増額に伴い、諸支出金を１７６千円増額する。 


